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ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）認定範囲の拡大が承認されました！ 
当社では、2007 年に（公財）日本適合性認定協会（JAB）より認定を取得している試験所

認定の国際規格 ISO/IEC 17025 において、この度の拡大申請が承認され、RoHS 指令の

全６物質と LV 指令の全４物質、更には玩具の安全性規格に対して、認定を取得しました。 

 

環境省では「土壌汚染対策法施行規則」及び「汚染土壌処理業に関する省令」の一部改正並びに

「埋立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準（環境省告示）」につい

て、平成２３年２月２２日～３月２３日にまでの期間で意見の募集（パブリックコメント）を実施しました。

また、追加のパブリックコメントが平成２３年３月１７日～４月１６日にまでの期間で実施されています。 

  

パブリックコメントの主な内容（抜粋）は以下の通りです。 

１．土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案 

・形質変更時要届出区域のうち自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域の設定及び台

帳への記載 

・自然的条件からみて土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが認められる土地に

おける調査方法の特例 

・認定調査の負担軽減策及び掘削後調査の方法の制定 

２．汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令案 

３．埋立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準の案（環境省告示案） 

 

当社では、土壌汚染調査や土壌の分析を行っておりますが、このような法改正の動向についても

いち早く情報を収集して法の施行とともに対応ができるよう努めてまいります。調査依頼のご相談を

始め、法の改正動向などのお問い合わせがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。 
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    土壌環境箇所 明石康伸 
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